
　　　　（６）　利子所得等の課税状況

郵 便 貯 金
銀 行 預 金
銀行以外の金融機関の預金利子
勤 務 先 預 金 の 利 子

調査対象等：平成12年２月から平成13年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」に基づいて作成した。
　（注）１　「老人等非課税・財形貯蓄非課税分支払金額」は、所得税法第９条の２（老人等の郵便貯金の利子所得の非課税）のほか、第10条
　　　　　（老人等の少額貯金の利子所得等の非課税）、租税特別措置法第４条（老人等の少額公債の利子の非課税）、第４条の２（勤労者財
　　　　　産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税）及び第４条の３（勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税）に規定する非課税分であ
　　　　　る。
　　　　２　「その他非課税分支払金額」は、所得税法第11条（公共法人等及び公益信託に係る非課税）のほか、租税特別措置法第５条（納税
　　　　　準備預金の利子の非課税）及び第８条（金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用）等に規定する非課税分である。
　　　　　

　　　　（７）　配当所得の課税状況

支払金額 源泉徴収税額 支 払 金 額

千円 千円 千円

62,006,910 12,401,382 22,039,973

63,555,325 12,711,015 20,018,113

60,031,534 12,006,058 2,435,736

55,308,311 11,061,613 2,648,736

54,598,455 10,919,035 2,531,227

61,611,654 12,322,068 2,263,262

61,606,395 12,321,279 2,263,262

5,259 789 －

61,611,654 12,322,068 2,263,262
調査対象等：配当者の支払者から平成13年４月30日までに提出された「法定資料の合計表（配当等の支払調書）」及び平成12年２月から平成13
　　　　　年１月までに提出された「配当等の所得税徴収高計算書」に基づいて作成した。
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合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配 3,458,304
公 社 債 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配
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定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等
匿名組合契約等に基づく利益の分配、生命保険等の差益
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割 引 債 の 償 還 差 益
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利益又は利息の配当、剰余金の分配、基金利息の
分 配 、 特 定 証 券 投 資 法 人 の 投 資 口 の 配 当 等

公 募 ・ 私 募 証 券 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配
及 び 特 定 株 式 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配

計



（単位：千円）

３　「課税分」には、個人のほか、法人の受取分も含まれている。なお、源泉分離選択課税は 個人のみ
  が適用を認められている。
４　「割引債の償還差益」の「支払金額」及び「源泉徴収税額」は、租税特別措置法第41条の12（償還
　差益に対する分離課税等）に規定する課税分であり、個人のほか、法人の受取分も含まれている。
５　「老人等非課税・財形貯蓄非課税分支払金額」には、昭和63年３月31日以前の制度下における所得
　税法第10条（少額預金の利子所得等の非課税）、租税特別措置法第４条（少額公債の利子の非課税）
　及び第４条の２（勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税）に規定する非課税分が含まれているも
　のがある。

人    員 支払金額 源泉徴収税額 源泉徴収税額

人 千円 千円 千円

4,025 836,337 292,718 12,694,100

3,861 734,642 257,125 12,968,140

3,472 527,071 184,475 12,190,533

4,987 415,942 145,580 11,207,193

4,286 415,022 145,294 11,064,329

3,561 313,820 109,837 12,431,905

3,561 313,820 109,837 12,431,116

－ － － 789

－ 313,820 109,837 12,431,905
（注）１　この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。
　　　２　「非課税分」は、所得税法第11条（公共法人等及び公益信託に係る非課税）に規定する非課税である。
　　　３　「一般課税分」には、個人のほか法人の受取分も含まれている。なお、源泉分離選択課税は個人のみが適用を認められている。
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合                 計

991,289,386
561,469,223
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372,199,002
352,661,532
1,224,948,433
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25,279,740
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公 債
社 債
郵　　　便　　　貯　　　金　　　
銀　　　行　　　預　　　金　　　
銀行以外の金融機関の預金利子　
勤 務 先 預 金 の 利 子
合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配
公 社 債 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配

小　　　　　　　　計
定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等

64,183,477

匿名組合契約等に基づく利益の分配、生命保険等の差益

割 引 債 の 償 還 差 益
計
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利益又は利息の配当、剰余金の分配、基金利息
の分配、特定証券投資法人の投資口の配当等

公 募 ・ 私 募 証 券 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配
及 び 特 定 株 式 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配

計

源泉分離（選択）課税適用分 合     計

5,259

64,188,736
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